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町からのお知らせ

R3.6.1

令和 3 年８月採用　基山町臨時的任用職員を募集します
【一般事務・保育士】

　町では、正規職員の育児休業等により欠員が生じ、代替職員が必要な場合に、期限付きで任用し、正規職員と
同様の業務に従事する臨時的任用職員を募集します。
■採用候補者名簿登録について　　
一定の基準を満たした受験者を合格とし、採用候補者名簿に登録します。採用候補者名簿登録の有効期間は、令
和３年８月１日から令和４年３月３１日とします。臨時的任用の必要が生じた際に、登録者の中から採用します。
▽登録予定人数　　一般事務…若干名　　保育士…若干名　

▽申込書の請求方法
申込書・採用試験実施要綱は、総務企画課行政係で配布しているほか、基山町ホームページからダウンロードでき
ます。郵便請求の場合は、封筒の表に『臨時的任用職員採用試験申込書請求』と朱書きし、宛名を明記した定型
の返信用封筒（Ａ４サイズの入る大きさ）に、１２０円切手を必ず貼って同封してください。

▽申込書の提出方法
申込書に必要事項を記入し、写真欄に申し込み６か月以内に撮影した本人の写真を貼って、総務企画課行政係まで
ご提出ください。郵送で申し込みの場合は、封筒の表に『臨時的任用職員採用申込み』と朱書きし、必ず郵便書留
でお送りください。

▽受付期間
６月１日（火）～６月 25 日（金）　（土・日・祝日を除く）　※郵送の場合は、6 月 25 日（金）必着
▽試験について
日時　７月６日（火）　午前９時 30 分開始予定
場所　役場３階会議室　※日時、場所等については決定次第応募者に直接ご連絡します。
内容　面接試験、作文試験、適性検査、パソコン操作試験
　　　※基山町ホームページ（https://www.town.kiyama.lg.jp/）で要綱等をご覧いただけます。

募集
職種

採用予定
人員 任用期間 受験資格 勤務時間・休暇等 給料 勤務先

一般
事務

若干名
令和３年８月１日から
令和４年１月 31 日

（６か月間）
※任用期間は更新する
場合があります。

パソコン（ワー
プロ及び表計
算ソフト）の
操作ができる方

（学歴不問）

午前８時 30 分から
午後５時 15 分まで
※休憩時間は正午から午
後１時まで

月額１４6,１００円を基準に経歴に
より、この額以上になることがあり
ます。（上限は、月額 188,700 円）
※期末勤勉手当、時間外勤務
手当を支給します。この他該当
者には、通勤手当、住居手当、
退職手当等の諸手当が支給さ
れます。

基山町役場
または

基山っ子
みらい館

保育士 2 名
保育士の資格
を有する方

午前７時 30 分から
午後７時までのうち
７時間 45 分
※業務の都合により、時間外勤
務、休日出勤もあります。
※年次有給休暇等の諸休暇が
あります。

基山町立
基山保育園

■採用について

※地方公務員等共済組合法、厚生年金保険法の被保険者になります。

問 総務企画課　行政係　☎９２－７９１５申
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